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お母さんの観劇バスツアー

7月1日（金）、インターコンチネンタル東京ベイのランチバイキングの後、劇団四季

ミュージカル「アナと雪の女王」の上演を観劇しました。 参加者３０名

実施事業のご報告

親子バスツアー那須どうぶつ王国ＢＢＱ お菓子の城でお菓子作り体験

7月1７日（日）、栃木県那須町にある那須どうぶつ王国で世界から 集まった動物たちとふ

れあい、お昼はＢＢＱを堪能。
その後、お菓子の城ハートランドでパイ作り体験＆お買い物をして 久しぶりのバス旅行を楽
しみました。参加者40名

親子で夏の自然を思いっきり楽しもう！（1泊2日を日帰りに変更して実施）
８月２０日（土）国立赤城青少年交流の家にて親子で、フォトアドベンチャー、カレー作り、

キャンドルサービス＆ミニコンサートを体験しました。

フォトアドベンチャーでは、チームで館内に貼られている写真や隠れている

スタッフを探して楽しみました。

野外炊事では、火起こしから片付けまでチームで協力してカレー作り。電気がなくても

ビニールで作れる「防災ごはん」を体験しました。

夜はレクリエーションで楽しく身体を動かした後、キャンドルサービスでは、ろうそくの

ほのかな灯りの中で1日を振り返り、静かに心を整えて、協力することの大切さや仲間が

いることの素晴らしさについてお話を聴きました。

ラストは心が温まり、元気になれるミニコンサートで素敵な夏の思い出ができました。

参加者20名

就業・養育費相談会

12月に県内4ヶ所の市町村で就業及び養育費相談会を行います！

(県母子会相談員とハローワーク相談員がお話をお伺いします）

日 程・・12月2日（金） 10：30～14：00（沼田市役所）

→問合せ先 沼田市役所 子ども課 0278-23-2111

日 程・・12月16日（金 ）10：30～14：00（大泉町役場）

→問合せ先 大泉町役場 こども課 0276-63-3111

日 程・・12月23日（金） 10：30～14：00（藤岡保健センター）

→問合せ先 藤岡市役所 子ども課 0274-40-2286

日 程・・12月8日（木） 10：30～14：00（館林市役所）

→ 問合せ先 館林市役所 子育て支援課 0276-47-5135

※予約制となります。お住まいの市町村にお問合せください。

レッサーパンダ ペンギン 手作りお菓子



第３回弁護士無料相談会

就業・自立のための講習

第3回弁護士無料相談会

◎成年年齢引下げについて
→令和４年４月１日から成年年齢が２０歳から１８歳に引き下げになりました。

群馬県では、養育費確保のための｢公正証書作成のための費用（上限3万円）」

｢保証会社との契約結成費用(上限５万）」補助を始めました。

※令和４年４月１日以後に作成又は締結したものが対象となり予算の範囲内での実施となります。

利用できる方・・・町村にお住まいのひとり親家庭で要件を全て満たす方

→町村にお住まいの方 お問合せ／申請先 県母子会 ＴＥＬ０２７－２５５－６６３６

必要書類など詳しくはﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください

※市は別途実施のため、市にお住まいのひとり親家庭の方は

お住まいの市役所にお問合せください

養育費等確保支援事業のご案内

日 程・・・令和5年2月18日（土）13：10～

場 所・・・群馬県社会福祉総合センター（新前橋駅近く）

対象者・・・県内在住のひとり親家庭の保護者又は離婚を考えている方 5名

内 容・・・養育費等、弁護士との個別相談

申込方法・・TEL、FAXよりお申込みください。定員になり次第締め切り

問合せ先・・県母子会TEL027-255-6636 FAX027-255-6652

※11月上旬,HPに申込ﾌｫｰﾑを掲載しますのでそちらからもお申込みいた

だけます。

Ｑ 養育費はどうなるのか？

A 取決めされた時点において成年年齢が20歳であれば、従前どおり、こどもが20歳になるまで支払

義務があると考えられます。

養育費は、こどもが未成熟であって経済的に自立していない状態であれば、養育費を支払う義務を

負うことになります。成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払期間が「18歳に達するまで」

にということになるわけではありません。こどもが大学に進学している場合には大学を卒業するまで養育費

の支払い義務を負うことも多いと考えれられます。

法務省 民法（成年年齢関係）改正Q＆Ａより抜粋

18歳から出来るようになること 20歳にならないと出来ないこと

・親の同意がなくても契約できる ・飲酒

（携帯電話の契約、ひとり暮らしの部屋を ・喫煙

借りる、・ローンを組む など） ・公営競技（競馬、競輪、競艇、オートレース）

・性別取り扱いの変更審判 ・健康被害への懸念や、ギャンブル依存症対策

・10年有効のパスポートの取得 の観点から従来の年齢を維持することとされて

・国家資格の取得 います。

（公認会計士、司法書士 など） ・ 大型・中型自動車免許の取得

※資格試験への合格等が必要です ・養子を迎える

・結婚

女性は16→18歳に変更（男女とも18歳に）
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